
シ
ラ

一
賀
馬
場
白
山
寺
と
の
勢
力
事
ひ
で
あ
り
、
而
し
て
二
一
幕
宮
内
山
七
兵
衛
は
江
戸
を
畿
し
て
論
地
の
親
袈
を
一
定
所
は
訴
外
阿
名
院
・
持
善
坊
を
も
喚
問
し
、
寛
保
一
シ
ラ
ヤ
マ
ダ
=
白
山
谷
白
山
々
中
、
尾
添
ロ

一
寺
は
素
よ
り
共
に
延
随
寺
宋
で
あ
っ
た
。
然
る
に
平
一
一
遂
げ
、
十
七
年
三
周
十
三
日
一
た
び
之
を
解
決
し
、
一
三
年
六
周
の
結
審
に
よ
り
、
尾
添
村
民
は
加
賀
ロ
の
一
の
菅
絡
な
る
蔵
川
の
源
で
あ
る
o
寂
采
記
に
は
深
山

一
泉
寺
は
縞
弁
侯
の
縫
カ
に
よ
り
、
そ
の
宗
家
徳
川
氏
一
一
隅
村
民
は
出
作
の
年
貨
を
平
泉
寺
に
納
め
る
こ
と
に
一
登
山
者
を
案
内
し
て
加
賀
室
に
泊
せ
し
め
.
石
徹
白
一
谷
と
し
、
天
正
闘
に
は
御
山
谷
に
作
る
が
、
地
方
人

一
の
箭
願
厨
た
る
東
叙
山
寛
永
寺
の
庇
保
を
受
け
た
か
一
な
っ
た
が
v

向
之
を
減
額
せ
し
め
ん
と
す
る
運
動
を
一
の
枇
家
は
美
濃
ロ
の
登
山
者
を
導
き
て
別
山
室
に
宿
一
は
そ
れ
を
白
山
谷
と
講
す
る
。

ら
、
尾
添
側
は
之
に
封
抗
す
る
を
得
ず
、
加
賀
侯
が
一
織
偵
し
、
途
に
安
政
元
年
越
前
丹
生
郡
本
保
な
る
代
一
せ
し
む
る
を
得
る
も
、
三
祉
の
開
帳
と
饗
銭
と
は
平
一
シ
ラ
ヤ
マ
チ
ョ
ウ
白
山
町
金
掃
の
町
名
。
諸
国

高
野
山
天
徳
院
の
旦
那
た
る
関
係
か
ら
金
剛
峰
寺
に
一
宮
町
の
調
停
を
得
た
。
一
泉
寺
に
臨
す
る
こ
と
を
認
め
、
石
徹
自
の
祉
家
・
阿
名
一
名
を
波
着
寺
門
前
と
い
う
た
。
波
着
寺
の
閲
組
空
照

傍
観
す
る
に
主
っ
た
も
の
弘
知
ぺ
、
随
っ
て
幕
穫
も
一
公

O
平
泉
寺
と
尾
添
及
び
石
徹
白
と
の
事
識

l
平
泉
一
院
・
持
普
坊
は
札
貨
印
袋
行
等
の
慣
習
を
駿
し
、
平
一
一
法
印
は
、
白
山
寺
の
う
ち
に
安
養
坊
を
構
へ
て
奉
仕

双
方
の
面
白
を
傷
つ
け
ざ
る
判
決
を
奥
へ
た
も
の
と
一
寺
は
事
保
中
御
前
及
び
別
山
に
於
け
る
牛
首
・
風
嵐
一
泉
寺
の
護
行
す
る
も
の
を
諮
ひ
得
て
諸
酬
に
頒
布
す
一
し
、
叉
波
着
寺
の
境
内
に
も
白
山
の
制
殿
を
建
立
し

見
え
る
。
白
山
寺
が
提
言
宗
に
縛
じ
た
の
も
こ
の
前
一
の
勢
力
を
腫
遂
し
た
が
、
元
文
元
年
別
に
越
前
大
野
一
ぺ
〈
、
嶺
上
三
調
及
び
五
厨
の
室
蛍
も
平
泉
寺
以
外
一
た
。
此
の
陶
維
を
以
て
波
者
寺
の
山
脱
を
或
は
白
山

後
か
ら
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
牛
首
・
風
嵐
側
一
部
石
徹
自
の
枇
家
及
び
美
波
郡
上
部
長
繭
寺
の
衆
徒
一
之
に
干
奥
す
べ
か
ら
ず
と
定
め
た
。
是
に
至
っ
て
平
一
と
践
し
、
随
う
て
そ
の
門
前
地
を
明
治
以
後
白
山
町

は
聞
よ
り
三
位
共
に
奉
仕
の
櫨
あ
る
こ
と
を
主
張
す
一
と
の
聞
に
紛
践
を
臨
し
、
次
い
で
加
賀
方
面
の
尾
添
一
泉
寺
濁
勢
威
を
髭
ひ
、
延
い
て
明
治
に
歪
っ
た
が
、
一
と
呼
ぶ
に
至
っ
た
。

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
元
総
十
五
年
六
周
十
八
日
一
と
衝
突
し
た
。
就
中
尾
添
村
民
は
、
元
機
十
五
年
大
一
五
年
政
府
は
嶺
上
跡
調
及
び
山
麓
十
八
ヶ
村
を
凡
べ
一
シ
ラ
ヤ
マ
チ
ョ
ウ
日
プ
=
ン
シ
ダ
イ
白
山
長
富

尾
添
側
が
大
汝
趨
宮
の
震
に
高
野
山
の
怖
と
共
に
管
一
汝
遜
宮
の
役
務
を
奉
仕
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
平
泉
一
て
加
賀
能
楽
部
に
毘
せ
し
め
、
六
年
そ
の
紳
嗣
を
白
一
補
任
次
第
一
加
。
森
田
平
次
官
省
。
白
山
路
時
前
枇

山
し
た
際
、
復
そ
の
妨
害
を
加
へ
、
之
を
二
十
日
に
一
寺
は
之
を
も
そ
の
掌
中
に
踊
せ
し
め
ん
と
欲
し
、
元
一
山
路
時
制
枇
の
奥
富
と
定
め
た
。
一
の
長
夜
磁
の
次
第
で
、
富
樫
介
家
闘
の
子
信
家
が
惣

溜
延
せ
し
め
た
。
一
文
三
年
大
汝
の
跡
調
を
蜜
僻
し
た
か
ら
、
尾
添
村
民
一
シ
ラ
ヤ
マ
ソ
ウ
モ
タ
シ
白
山
草
木
志
二
加
。
一
長
更
に
な
っ
て
か
ら
、
諸
記
録
に
見
え
た
名
を
集
録

ハ
五
)
平
泉
寺
と
牛
首
の
事
践

i
午
首
側
と
尾
添
側
の
一
は
怒
っ
て
之
を
破
線
し
、
改
め
て
自
ら
修
補
し
た
。
一
一
一
一
巻
。
紀
伊
昨
回
倖
存
者
。
上
容
は
草
部
五
十
九
種
、
一
し
、
明
治
腫
滞
の
際
に
来
る
も
の
で
あ
る
。

事
一
段
務
を
告
げ
た
後
、
午
首
側
と
平
泉
寺
の
聞
に
・
一
平
泉
寺
乃
ち
尾
添
の
暴
患
を
非
挫
し
、
彼
等
が
加
賀
一
苔
部
三
種
、
下
容
は
木
部
廿
八
種
、
過
部
三
種
、
魚
一
シ
ラ
ヤ
マ
チ
ョ
ウ
リ
リ
ン
シ
チ
ョ
ウ
ダ
イ
キ
白

内
紅
を
生
じ
た
。
正
徳
三
年
御
前
の
制
調
務
震
に
よ
一
口
の
菅
山
者
を
鰐
導
し
て
、
嶺
上
三
枇
の
饗
銭
を
己
一
部
一
種
、
烏
蔀
三
種
、
獄
部
一
種
、
石
部
一
種
、
土
一
山
長
実
績
旨
頂
織
記
一
加
。
白
山
富
長
定
澄
意

っ
て
破
削
し
、
平
泉
寺
は
そ
の
修
替
の
許
可
を
幕
府
一
の
有
と
す
る
を
笹
め
、
同
時
に
石
徹
自
の
枇
家
大
和
一
部
二
種
、
水
部
三
種
の
博
物
志
で
あ
り
、
別
に
越
前
一
一
者
。
白
山
富
七
枇
惣
長
夜
た
る
べ
き
給
回
日
頂
織
の
鑓

に
求
め
た
時
、
牛
首
の
村
民
で
白
山
紳
主
と
講
す
る
一
が
、
京
都
等
に
於
い
て
そ
の
紳
箆
を
開
帳
し
た
る
一
か
ら
つ
瀬
を
経
て
白
山
三
崎
、
及
び
一

J

瀬
か
ら
鶴
一
上
洛
し
た
際
に
、
鎗
旨
博
来
の
次
第
等
に
就
い
て
の

山
岸
宇
郎
右
衛
門
以
下
は
、
亦
別
に
同
一
の
願
書
を
一
際
、
越
之
白
山
大
権
現
開
帳
の
高
札
を
建
て
た
る
一
衆
・
金
棒
ま
で
の
紀
行
を
添
へ
、
最
後
に
文
政
年
間
一
質
問
に
臨
ず
る
答
方
、
器
内
の
震
に
要
す
る
献
金
、

提
出
し
た
か
ら
、
幕
府
は
双
方
共
に
之
を
許
さ
な
か
一
は
、
平
泉
寺
の
奉
仕
す
る
白
山
紳
の
関
根
な
る
如
く
一
に
記
し
た
と
し
て
あ
る
。
一
堂
上
に
封
す
る
種
儀
な
ど
の
こ
と
が
醤
い
て
あ
る
。

っ
た
。
衣
い
で
事
保
九
年
御
前
の
別
賞
室
が
爾
火
に
一
線
ら
レ
む
る
恐
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
別
山
及
び
別
山
一
シ
ラ
ヤ
マ
ソ
ウ
ロ
ン
キ
白
山
争
論
記
一

mm。
一
シ
ラ
ヤ
マ
ツ
グ
ミ
白
山
騎
昨
悶
倖
存
の
白
山

躍
っ
た
時
、
平
泉
寺
は
再
遣
を
出
版
し
た
が
許
可
を
一
室
を
大
和
の
管
制
な
る
知
〈
主
践
し
、
別
山
の
先
手
一
明
暦
元
年
白
山
跡
調
遁
替
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
賀
一
草
木
志
に
、
『
白
山
都
具
民
。
山
中
に
多
し
。
形
欣
つ

得
な
か
っ
た
。
是
を
以
て
平
泉
寺
は
、
近
時
半
首
・
一
あ
る
札
貨
印
を
緩
行
し
、
又
別
山
室
に
於
い
て
登
山
一
務
民
と
越
前
藩
民
と
の
聞
に
事
識
を
臨
し
た
次
第
か
一
ぐ
み
に
同
じ
く
し
て
、
白
・
談
灰
黒
色
の
文
背
に
あ

風
嵐
村
民
が
別
常
の
槌
利
を
侵
害
す
る
こ
と
を
訴
一
者
の
白
衣
に
発
字
を
押
捺
す
る
を
以
て
、
之
を
禁
止
一
ら

四
一
九


